
ライセンスを申請した申請者以外にも、電子ライセンスを引継いだ利用者であれば、訂正申請、履行報告等申請、事前同

意相談申請を実施できます。

３．業務機能詳細 6N改変23-43（ライセンス引継ぎ先申請者の追加並びに訂正申請等の変更）

JAA、JAG、JTS、JAH

JAA業務
（新規申請）

A社の業務範囲

JAH業務
（履行報告
等申請）

JAA業務
（事前同意
相談申請）

＜経産省＞
電子ライセンス

交付

通関
（輸出入者は
A社）

通関業者

JAG業務

JTS業務

B社の業務範囲

JAH業務
（履行報告
等申請）

JAA業務
（事前同意
相談申請）

JAG業務

JTS業務

改変前のシステム範囲

紙ライセンス
引継ぎ

従来は、訂正申請、履行報告等申請、事前同意相談
申請を実施できるのはライセンスの申請者であるA社で
あり、吸収・合併などでB社がライセンスを引継ぐ場合
は紙ライセンスに切り替える運用でした。
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改変後のシステム範囲

ライセンスを申請した申請者以外にも、電子ライセンスを引継いだ利用者であれば、訂正申請、履行報告等申請、事前同

意相談申請を実施できます。
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JAA、JAG、JTS、JAH

• ライセンスを引継ぎできる利用者IDは、経済産業省へ申請者届出を行った利用者IDのみです。

• ライセンスを引継いだ利用者が実施できる業務は、JAA、JAG、JTS、JAH業務のみです。
その他業務を行う場合は、ライセンスを引継いだ利用者が訂正申請を行い、ライセンス記載の申請者情報を変更する必要があります。

特記事項

JAA業務
（新規申請）

A社の業務範囲

JAA業務
（訂正申請）

JAH業務
（履行報告
等申請）

JAA業務
（事前同意
相談申請）

＜経産省＞
電子ライセンス

交付

電子ライセンス
引継ぎ

B社の業務範囲

通関
（輸出入者
はB社）

通関業者

JAG業務 JCA業務

JTS業務

JAH業務
（履行報告
等申請）

JAA業務
（事前同意
相談申請）

本改変により、紙ライセンスに切り替えなくとも、
吸収・合併でライセンスを申請したA社からライセ
ンスの所有・管理を引継いだB社が訂正申請、履
行報告等申請、事前同意相談申請を実施できる
ようになります。

※電子ライセンスの引継ぎを行うための手続き
は、経済産業省へ連絡してください。
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電子ライセンスの有効期限切れ通知メールの送信対象を変更します。
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その他

通知対象となる電子ライセンス 通知時期

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び特別 一般包括輸出・役務（使
用に係るプログラム）取引許可証

有効期限の 80 日前に 1 回だけ通知

特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可証

一般包括役務取引許可及び特別一般包括役務取引許可証

包括輸出承認証（輸出令別表第 2-21 の 3（麻薬等原材料））

包括輸出承認証（輸出令別表第 2-36（ワシントン））

割当なし輸入承認を除く、輸入承認証 有効期限の 30 日前に 1 回だけ通知

輸入割当承認同時申請の輸入割当・承認証 （HFCを除く）
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• 包括ライセンスは、有効期限切れ通知メールの通知時期が、
90日前から80日前に変更されます。

• 品目コードが「HFC」である輸入ライセンスは、有効期限切れ
通知メールの対象外となります。


